
・決定事実

・発生事実

・決算及び四半期開示

・その他適時開示情報

情報開示

決議・決定 ※緊急に開示すべき事実が発生した場合には、
開示の指示 社長の承認を得て速やかに開示し、

取締役会には開示資料を回付

情報管理責任者（経営企画室長）

取締役会

適時開示体制

適時開示情報

社内各部門・子会社その他

報告

統括情報管理者（情報取扱責任者）
情報管理責任者（経営企画室長）

協議・相談
弁護士等

報告

協議・相談
公認会計士等

社長

開示情報の付議


